
令和２年度　代行申請による更新申請カレンダー（上半期） ※代行申請の対象事業者＝地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設

※代行事業者による更新申請の受付は、在宅の場合は被保険者の生まれ日、施設の場合はその種類よって受付開始日を設定しています。毎月１日に申請が集中し、認定調査の遅延を抑制するため、ご協力をお願いします。

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

1 ② 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

　※8/1付の変更申請は、7/31までに事前連絡の上、8/3に提出してください。
　　代行申請一覧は、申請の日付別に必要です。

（在宅）
10日～19日

有効期限
10月末

8月
有効期限

9月末

9月

有効期限
7月末

7月
有効期限

8月末

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

4月
有効期限

5月末

5月

（在宅）
10日～19日

有効期限
6月末

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

6月

（在宅）
20日～31日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
1日～9日

（在宅）
20日～31日

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
1日～9日

　★有効期限８月末の方の更新申請は、7/2から受付開始です。

（在宅）
1日～9日

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
20日～31日

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
20日～31日

介護療養型医療施設
介護医療院

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日



令和２年度　代行申請による更新申請カレンダー（下半期） ※代行申請の対象事業者＝地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設

※代行事業者による更新申請の受付は、在宅の場合は被保険者の生まれ日、施設の場合はその種類よって受付開始日を設定しています。毎月１日に申請が集中し、認定調査の遅延を抑制するため、ご協力をお願いします。

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 ② 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ㉚ 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ㉚ 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

① 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日

介護療養型医療施設
介護医療院

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

有効期限
4月末

有効期限
12月末

2月
有効期限

3月末

有効期限
2月末

12月
有効期限

1月末

1月

（在宅）
10日～19日

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

（在宅）
20日～31日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日

介護療養型医療施設
介護医療院

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

 ※1/1付の変更申請は、12/25までに事前連絡の上、1/4に提出してください。
　　代行申請一覧は、申請の日付別に必要です。

（在宅）
1日～9日

介護療養型医療施設
介護医療院

10月
有効期限
11月末

11月

（在宅）
1日～9日

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護療養型医療施設
介護医療院

介護療養型医療施設
介護医療院

3月

介護老人保健施設
介護老人福祉施設

介護療養型医療施設
介護医療院

※11/1付の変更申請は、10/30までに事前連絡の上、11/2に提出してください。
　　代行申請一覧は、申請の日付別に必要です。介護老人保健施設

介護老人福祉施設

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

(在宅）
20日～31日

★有効期限１月末の方の更新申請は、１２/2から受付開始です。

（在宅）
1日～9日

（在宅）
10日～19日

（在宅）
20日～31日



（別紙５） 

 

 

予防給付の適切な利用が見込まれない状態像について 

 

介護認定審査会における状態の維持・改善可能性の審査判定において、予防給付の適切な

利用が見込まれない状態像は、以下のとおりとする。 

 

① 疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態 

 

・  「心身の状態が安定していない状態」とは、罹患している傷病の日内変動の有無や予

後予測の困難さに基づき判断するものではなく、疾病や外傷により短期間で心身の状態

が変化することが予測され、それに伴い、要介護度の変化も短期間で生ずるおそれが高

く、例えば、要介護認定の有効期間を原則より短く（概ね６か月程度）して、要介護状

態等の再評価が必要な状態が該当する。 

 

・  したがって、主治医意見書等に疾病や外傷の症状が不安定との記載があることのみを

もって当該状態に該当するものではなく、また、短期間での要介護度の再評価が必要で

ない場合等も該当しない。 

 

・  さらに、これらの状態の判断は、個別サービスの利用の適格性に着目して行うのでは

なく、心身の状態が短期間に変動し易いため特定の要介護状態等区分への判定が相当困

難で、比較的短期間での再評価が必要な状態が該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患の急性増悪期で、心身の状態が不安定で

あり、医療系サービス等の利用を優先すべきもの 

○ 末期の悪性腫瘍や進行性疾患（神経難病等）により、急速に状態の不可逆的な悪化が

見込まれるもの 等 



② 認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用

に係る適切な理解が困難である状態 

 

・  アルツハイマー病や血管性認知症といった病名のみから判断するものではなく、特記

事項、主治医意見書の記載内容から「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ねⅡ以上で

ある状態が該当する。 

・  特定の基本調査項目の結果のみに着目し、その結果をもって当該状態に該当するもの

ではない。 

・  認知症症状が一時的に現れている場合であっても、特記事項、主治医意見書の記載内

容などから、適切な医学的管理により認知機能が改善すると判断される場合には、その

状態に基づいて判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ねⅡ以上の者であって、一定以上の介護が必

要な程度の認知症があるもの。 

○ その他の精神神経疾患の症状の程度や病態により、予防給付の利用に係る適切な理解

が困難であると認められるもの 



 

 

 


